
 

（お知らせ） 

 

定期検査中の福島第二原子力発電所４号機における 

原子炉冷却材浄化系での異物に係る原因と対策について 

 

平 成 23 年 １ 月 ７ 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

福島第二原子力発電所 

 

＜概要＞ 

（事象の発生状況） 

・ 平成22年11月29日、定期検査で停止中の４号機において、原子炉水の不純物を除去

する系統（以下、当該系統）に設置されている弁の内部に、異物（針金１本）を発見し

回収しました。 

・ これによる外部への放射能の影響はありません。 

（平成22年11月30日お知らせ済み）

・ 当該異物を回収後、原子炉底部等を点検し、他に異物がないことを確認しました。 

（調査結果） 

・ 回収した異物は、ステンレス製の針金であることがわかりました。 

・ 今回回収した針金と同様な針金を、燃料交換機等のボルト回り止めに使用していること

がわかりました。 

・ プラント建設時、燃料交換機のボルト回り止めに使用した針金の一部が燃料交換機に付

着した可能性があり、その後、原子炉上部にて燃料交換機の調整運転をしていたことが

わかりました。 

（推定原因） 

・ プラント建設時、燃料交換機のボルトに回り止め施工をした時に切れた針金の一部が原

子炉内へ落下し、原子炉底部から当該系統の配管に流入したものと推定しました。 

（対策） 

・ 今後も引き続き、異物混入防止対策を実施します。 

 

詳細は以下のとおりです。 

 

１．事象の発生状況 

平成 22 年 11 月 29 日、定期検査で停止中の４号機において、原子炉冷却材浄化系＊１の弁

の分解点検を行っていたところ、同日午後０時頃、協力企業作業員が当該弁の内部に異物ら

しきものがあることを発見し、ただちに回収しました。 

翌11月30日午前９時35分に当社へ報告があり、同日午前11時10分、当該異物らしきも

のが針金１本（長さ約10cm、直径約0.5mm）であることを当社社員が確認しました。 

（平成22年11月30日お知らせ済み・公表区分Ⅱ）

当該異物を回収後、原子炉底部、当該弁上流側の配管を点検し、他に異物がないことを確

認しました。 

 

 

http://www.tepco.co.jp/nu/f2-np/state/unit4/pdfdata/101130.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/f2-np/state/unit4/pdfdata/101130.pdf


 

２．調査結果 

  調査の結果、以下のことがわかりました。 

 （１）異物 

・ 回収した異物の金属成分を分析したところ、ステンレス製の針金であること。 

・ 原子炉冷却材浄化系の弁および原子炉圧力容器につながる系統のポンプや弁等の機器の

分解点検時に異物が混入したことを想定し、作業関係者に聞き取り調査を実施したとこ

ろ、当該針金と同様な針金は使用していないこと。 

・ 原子炉上部、原子炉内の作業において使用した機器、点検器具からの脱落等を想定し、

作業関係者に聞き取り調査を実施したところ、当該針金と同様な針金を燃料交換機等の

ボルト回り止めに使用していること。 

・ プラント建設時、燃料交換機を据え付けた後、同機のボルトに針金で回り止めを施工し

た時に切れた針金の一部が同機に付着した可能性があること。 

・ プラント建設時、原子炉が開放されている状態で燃料交換機を約１ヶ月間調整運転して

いたこと。 

・ プラント運転開始後は、同様な針金でボルト回り止め施工を行っているが、作業は原子

炉閉鎖状態で原子炉付近から離れた場所で行っていること。 

（２）報告遅延 

・ 異物発見時、協力企業作業員は報告する義務があることは認識していたが、速やかに報

告するという認識がなかったこと。 

 

３．推定原因 

・ 今回の異物は、プラント建設時、燃料交換機のボルトに針金で回り止め施工をした時に

切れた針金の一部が燃料交換機に付着した可能性があります。さらに、プラント建設時

に、原子炉が開放されている状態で燃料交換機の調整運転を行った際に、針金の一部が

原子炉内へ落下し、原子炉底部から原子炉冷却材浄化系の配管に流入したものと推定し

ました。 

・ 協力企業作業員は、異物発見時、報告する義務があることは認識していましたが、速や

かに報告するという認識がなかったため、発見の報告が遅れたと推定しました。 

 

４．対策 

今後も引き続き、異物混入防止対策＊２（作業に伴い発生した不要な針金の混入防止等を

含む）を徹底します。 

当社への異物らしきものの発見の報告が遅れたことについては、以下の対策を実施しま

す。 

・ 協力企業に、異物発見時に速やかな報告について周知するとともに、異物発見時に速や

かに報告をお願いするポスターを原子炉建屋内に掲示した。 

・ 協力企業は、異物混入防止対策に関する教育内容に、異物発見時の速やかな報告を追加

する。 

・ 作業実施前の検討会の際に、当社工事監理員は、協力企業に対して異物発見時の速やか

な報告を求めることとする。 

以 上 



 

＊１ 原子炉冷却材浄化系 

原子炉水中の不純物を除去し水質を維持する系統。原子炉停止中は、原子炉内の余剰水を排出し

て原子炉の水位を制御するためにも使用される。 

 

＊２ 異物混入防止対策 

持込物品の制限や員数管理を行うとともに、専任監視員を配置するなどして、原子炉等への異物

混入を防止する取り組み。 

なお、上記対策の強化により、平成11年９月以降、確認のための工事記録等が的確に保存され

ている。 
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